
地⽅独⽴⾏政法⼈ 大阪健康安全基盤研究所 中期目標（案）の策定

日本有数の規模と実績を有する２つの地方衛生研究所である大阪府立公衆衛生研究所と大阪市立環境科学
研究所が統合し、新たに地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所（以下「新研究所」という）が平成２９年４月
に発足する予定である。中期目標（案）の策定にあたっては、日本を代表する地方衛生研究所として、研究所が
果たすべき役割・機能や状況変化（改正感染症法、大阪市会における附帯決議や、府市両議会における知事・市
長答弁）を十分に踏まえ、中期目標に反映していく。

③知事・市長答弁

◆情報収集体制の強化

◆検査の実施体制

◆緊急時における検体の採
取・提出等

①改正感染症法

中期目標（素案）へ反映

◆人材育成・承継や設備投資による
これまで以上の機能強化

◆法人化後も大阪市として必要な検
査等が確実に実施される制度の構
築等

②附帯決議（市会）

◆両研究所の統合・地独法人化によ
る研究所機能の強化

◆東京都健康安全研究センターに
匹敵する西日本の拠点となる研究
所の設立等
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中期目標の検討課題

改正感染症法関係（Ｈ28.4.1施行）

＜改正趣旨＞

最近の海外における感染症の発生の状況、国際交流の進展、保健
医療を取り巻く環境の変化等を踏まえ、感染症予防対策の推進を図
るとともに感染症のまん延を防止するため、中東呼吸器症候群の二
類感染症への追加、感染症に関する情報の収集に関する規定の整
備、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症及び新
感染症の患者等からの検体の採取等の制度の創設等の措置を講ず
るものであること。（厚生労働省通知平成26年11月21日健発1121第３
号）

＜改正内容＞
～「感染症に関する情報収集体制の強化について」
（厚生労働省Ｈ ２７年５月29日資料より作成）～

◆感染症に関する情報の収集体制の強化
（改正感染症法第15条、16条の３、26条の３、26条の４、44条の７）
○知事（緊急時は厚労大臣）は、全ての感染症の患者等に対し検体
の採取等に応じること、また、医療機関等に対し保有する検体を提
出すること等を要請できる旨の規定を整備。

◆検査の実施体制（改正感染症法の施行に伴う省令改正）
○病原体検査を行うために必要な検査室の設置
○検査部門責任者および信頼性確保部門責任者の独立した設置

○検査の実施に当たり必要となる標準作業書の作成、定期的な信頼
性確保業務（※）の実施
※検査従事者の技能水準の点検（内部・外部）、職員の教育・研修
など、検査の信頼性を適正に保つための業務
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附帯決議（大阪市会）（Ｈ28.3.29）

＜附帯決議（全文）＞

統合して発足する地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所及び
大阪市立環境科学研究センターの運営にあたっては、以下の事項を
遵守すること。

１．人員及び予算については、市民の命と健康が守られるよう十分に
確保すること。

２．人材を育成・継承し、設備投資を行い、これまで以上に機能強化を
図ること。

３．地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所にかかる大阪府・市
の財政負担割合については、今後は、組織変更に応じた負担割合と
すること。

４．地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所については、本市の
地方衛生研究所として位置づけられているので、本市として必要な
検査・調査・研究等が確実に実施される制度を構築すること。

５．健康危機事象発生時及びその他市長が必要と認める場合は、市
長の指示のもとに十分に対応すること。

６．検査機器や建物の使用等にあたっては、十分に連携を図り、円滑
に実施すること。

７．今後制定する中期目標において上記１～６を反映させ、地方独立
行政法人大阪健康安全基盤研究所との協定書締結等、制度的な担
保を行うこと。

※下線部分は行政への指示となるため中期目標に反映しない。



地⽅独⽴⾏政法⼈⼤阪健康安全基盤研究所に係る中期⽬標の修正ポイント
平成25年9月府議会で可決された中期目標 修正ポイント

（前文）
大阪府立公衆衛生研究所は昭和35年に、大阪市立環境科学研
究所は昭和49年に、それぞれ明治期に創設された衛生検査機関を
母体として設立された。以来、公衆衛生に係る検査・研究等を行い、
また、健康危機事象の発生に際しては、公衆衛生行政を科学的か
つ技術的に支援する中核組織として、住民の健康を守るという公的
使命を果たしてきた。
人の交流や物流等のあらゆる面でグローバル化が進む現代にお
いて、住民が直接口にし、あるいは接触する多種多様な食品や生
活用品等の安全性を確保し、また、時に国境を越えて広がる感染症
から住民を守るためには、地方衛生研究所においても、地域の枠に
とらわれることなく、視野を広く持った、より柔軟な活動が求められる。
このような観点から、平成26年４月、これまでの使命を継承しながら
大阪府及び大阪市の二つの研究所を統合することにより、それぞれ
が有する特色を生かし、また、法人としての裁量及び創意工夫に基
づいて公衆衛生を巡る諸問題に柔軟に対応し、将来にわたって効
率的な運営をすることにより、住民に対して提供するサービスをより
一層向上させることを目指し、地方独立行政法人大阪健康安全基
盤研究所（以下「研究所」という。）を発足させることとなった。

【修正ポイント①】

法人設立時期については、平成29年4月に向けて検討を進め
るため、修文が必要。
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平成25年9月府議会で可決された中期目標 修正ポイント

研究所が、その定款第１条に規定された「公衆衛生に係る調査研
究、試験検査及び研修指導並びに公衆衛生情報等の収集、解析、
提供等の業務を通じて、健康危機事象への積極的な対応をはじめ、
行政機関等への科学的かつ技術的な支援を行い、もって住民の健
康増進及び生活の安全確保に寄与する」という目的を果たすため、
大阪府及び大阪市は、地方独立行政法人法（平成15年法律第118
号）第25条第１項の規定により、以下のとおり中期目標を定め、これ
を同目標の期間に達成するよう研究所に対し指示する。

第１ 中期目標の期間
平成26年４月１日から平成31年３月31日までの５年間とする。

【修正ポイント②】

②中期目標期間（開始～終了）の変更が必要。
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平成25年9月府議会で可決された中期目標 修正ポイント

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に
関する事項
研究所は、公衆衛生分野における専門家集団として、その母体
である大阪府立公衆衛生研究所及び大阪市立環境科学研究所
にこれまで蓄積されてきた資源を有効に活用し、地方独立行政法
人の特性を十二分に発揮して行政及び住民に対して様々な科学
的かつ技術的な支援を行い、府内の公衆衛生の向上並びに住民
の健康増進及び生活の安全確保に寄与すること。

１ 行政及び住民に対して果たすべき役割の維持と強化
(1) 健康危機事象対応能力の強化
健康危機事象発生時における対応能力の強化に努め、医
薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因により生
じる住民の生命及び健康の安全を脅かす事態の未然の防止
や発生の際における被害の拡大防止のため、行政に対する
科学的かつ技術的な支援を迅速かつ的確に行うこと。

【修正ポイント③】
28年3月市会の附帯決議関連で修
正が必要か。
・附帯決議２
「人材育成・継承、設備投資、さらなる機能強化」

例えば、「研究所に必要な人材の確保と能力開発、施設
や検査機器の維持向上に努め、機能を強化する」といっ
た記述が必要か。
・附帯決議４
「市として必要な検査・調査・研究などの確実な実施」
例えば、 「府市共同設置の地方衛生研究所として府及び

市が必要とする試験検査、調査研究等が確実に実施され
るよう体制を確保する」といった記述が必要か。
・附帯決議５
「市長からの指示への対応」
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【修正ポイント④】

附帯決議を受けて、知事・市長からの指示への対応につ
いて、明記する必要がある。

・附帯決議５
「市長からの指示への対応」



平成25年9月府議会で可決された中期目標 修正ポイント

(2) 試験検査機能の充実
研究所に蓄積された知見、人材、機器等の資源を最大限に

活用し、公衆衛生に係る試験検査を効率的かつ正確に実施す
ること。

(3) 調査研究機能の充実
公衆衛生における多様な社会的ニーズや住民の関心を十分
に把握し、検査方法の開発及び改良や健康危機事象への対
応能力強化に関する研究、公衆衛生行政に必要な指標の実
態把握や課題の発掘及び解決のための調査研究等に取り組
むこと。

【修正ポイント⑦】

改正感染症法を踏まえた修正が必要。
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【修正ポイント⑥】

国立研究機関とのネットワークの活用が必要。

【修正ポイント⑧】

国立研究機関とのネットワークの活用が

必要。

【修正ポイント⑤】
・附帯決議４
「市として必要な検査・調査・研究などの確実な実施」



平成25年9月府議会で可決された中期目標 修正ポイント

① 調査研究課題の設定
取り組むべき調査研究課題の選定に際しては、社会的

ニーズや住民の関心を十分に把握すること。
② 調査研究の推進

社会的ニーズに応えるために、調査研究業務を通じて最新
かつ高度な技術や知見の習得に努めること。健康危機事象
への対応に関することや地域特有の課題等、特に重要性や
緊急性の高いものについては、効率的に調査研究を実施す
ることができる体制を整備する等の取組を行うこと。また、質
の高い研究を推進するため、国内外を問わず他の研究機関
との連携を強化すること。
③ 調査研究資金の確保
競争的外部研究資金の獲得や民間企業との共同研究等、

調査研究に必要な資金の確保に努めること。
④ 調査研究の評価

調査研究課題については、社会的ニーズに対する適合性、
予算や方法の妥当性、得られた成果の公衆衛生施策への反
映等の項目について、外部の視点も交えた評価を行い、評価
結果を調査研究の質の向上のために有効に利用すること。
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平成25年9月府議会で可決された中期目標 修正ポイント

(4) 公衆衛生情報の収集・解析・提供業務の充実
公衆衛生情報の収集・解析・提供に関する機能を充実させ
るとともに、疫学調査活動への協力等、地域保健対策に係る
支援の充実を図ること。
住民に対して提供するサービスの観点から、食の安全や感
染症、生活衛生等に関する知見等、試験検査や調査研究活
動等を通じて得られた情報は、住民が容易に理解でき、住民
生活に役立てられるように工夫して積極的に広報することによ
り、住民の健康増進及び生活の安全確保に貢献すること。

(5) 研修指導体制の強化
地域の保健所等の行政機関の職員をはじめ、国内外の産
学官関係機関の職員等への研修を行い、公衆衛生に係る知
識及び技術力等のレベルの向上に寄与するように努めること。

【修正ポイント⑨】

現状において実施できていない「情報の解析」について、削除
する。
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平成25年9月府議会で可決された中期目標 修正ポイント

２ 地方衛生研究所の広域連携における役割
国立研究機関や近畿をはじめとする各地の地方衛生研究所間
の相互協力体制のもと、健康危機事象発生時における協力のみ
ならず、平常時においても、研究機関の連携強化や研究機関とし
てのレベル向上において中心的役割を果たし、住民の健康増進及
び生活の安全確保に寄与するように努めること。

【修正ポイント⑩】

◆市会附帯決議等、府市両議会の議論を踏まえ、広域
連携先の明確化、整理が必要か。

＜例えば＞

（１）国立研究機関との連携

国立感染症研究所・国立医薬品食品衛生研究所、
国立保健医療科学院をはじめとする国立研究機関と
の連携

（２）他の地方衛生研究所との連携

東京都健康安全研究センターとも連携し、西日本に
おいて、同センターに匹敵する地方衛生研究所の機
能強化

（３）府内中核市及び、市立環境科学 研究センターを
始めとする研究機関と協力、連携

といった記述が必要か。

◆附帯決議を受けて、知事・市長からの指示への対応
について、明記する必要がある。

・附帯決議５「市長からの指示への対応」

◆市立環境科学研究センターに関連した記述が必要か
要検討。

・附帯決議６「検査機器や建物の使用等にあたっては、
十分に連携を図り、円滑に実施する」
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平成25年9月府議会で可決された中期目標 修正ポイント

３ 新たな事業展開
地方独立行政法人への移行を契機とし、より幅広い視野から、
研究所の有する人的及び物的な資源を活用して、公衆衛生行
政の実施主体である自治体や産学官関係機関等に対し研究所
が有する技術及び知見を提供し、住民の健康増進及び生活の
安全確保に寄与するように努めること。

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項
１ 業務運営の改善

(1) 組織マネジメントの実行
法人運営の責任体制を明確にし、絶えず変化する多様な社
会的ニーズに対応し、住民の健康増進及び生活の安全確保
に資するよう効率的かつ効果的に業務運営を行うこと。

(2) 事務処理の効率化
事務書類の簡素化や各種の情報処理システムの導入、定
型的な業務で外部委託が可能なものについては委託を進め
る等、事務処理の効率化を図ること。

【修正ポイント⑪】

改正感染症法をはじめ、地衛研に関わる各法令とも照らし
た修正が必要かなど全文について修文を検討する必要が
ある。
（例：疫学調査、情報発信、研修機能など）
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平成25年9月府議会で可決された中期目標 修正ポイント

(3) 組織の最適化
想定される新たな健康危機事象への対応及び業務の効率
化の観点から、組織の自律性、効率性及び業務の専門性を高
められるよう人員を配置すること。特に、大阪市東成区及
び天王寺区に所在する２施設に分散する組織内の連携が十分
に行われるように配慮し、その最適化を図ること。

(4) 検査・研究体制の強化
検査結果の信頼性の確保並びに研究の企画及び評価に関

わる機能及び体制の強化を図り、質の高い試験検査及び調査
研究業務を実施すること。

(5) 適正な料金設定
利用料金については、受益者負担の原則を踏まえ、適正に

設定すること。
２ 職員の能力向上に向けた取組
社会的ニーズに基づき、長期的展望に立って優秀な人材を確
保し、その育成及びモチベーションの向上に努めること。

【修正ポイント⑫】
施設のあり方検討の方向性にも合致するよう修正が必要。

【修正ポイント⑭】
附帯決議２「人材育成等」を踏まえた修正が必要。
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【修正ポイント⑬】

改正感染症を踏まえた修正が必要。



平成25年9月府議会で可決された中期目標 修正ポイント

(1) 研修制度の確立
個人や組織として蓄積された技術の継承や新たな技術及
び知見の習得を十分に行う等、職務遂行能力の向上が図ら
れるように人材の育成に取り組むこと。

(2) 人事評価制度の確立
職員の適正な人事評価を行い、勤務意欲と能力の向上を
図ること。

第４ 財務内容の改善に関する事項
収支のバランスを常に意識し、固定的経費の抑制に努め、ま
た、職員のコスト意識を醸成する等により予算を効率的に執行
すること。

第５ その他業務運営に関する重要事項
１ 施設及び設備機器の活用及び整備
社会的ニーズに的確に応えていくため、施設及び設備機器
類を適正に管理し有効に活用するとともに、それらの計画的
な整備に努めること。なお、大阪府立公衆衛生研究所と大阪
市立環境科学研究所を統合する効果を発揮することができる
よう、施設の在り方について早期に考え方を示すこと。
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【修正ポイント⑯】

附帯決議６「検査機器や建物の使用等にあたっては、十分に
連携を図り、円滑に実施する」を踏まえた修正が必要。

【修正ポイン⑮】
施設のあり方検討の方向性にも合致するよう修正が必要。



平成25年9月府議会で可決された中期目標 修正ポイント

２ 安全衛生管理対策
職員が安全かつ快適な労働環境で業務に従事することがで
きるよう、安全対策の徹底と事故防止に努めること。また、職
員が心身ともに健康を保持し、その能力を十分発揮すること
ができるようにすること。

３ 環境に配慮した取組の推進
環境に配慮した業務運営に努めること。

４ コンプライアンスの徹底
法令等の遵守を徹底し、高い倫理観を持って業務を遂行する
こと。また、個人情報や企業活動に関する情報は、関係法令に
基づき適正に取り扱い、管理すること。
５ 情報公開の推進
法人運営に関して透明性を確保するため、広報体制を強化し、
迅速な情報公開に努めること
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